
 

 

不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の

一部を改正する省令の概要 

 

１ 概要 

本省令は、道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第３２号。以下「道

交法改正法」という。）により、運転経歴証明書に関して規定している道路交通

法（昭和３５年法律第１０５号）第１０４条の４第５項及び同法第１０５条第２

項が削除されるとともに、運転経歴証明書に関する規定が同法第１０５条の２第

１項に置かれることに伴い、同法第１０４条の４第５項及び同法第１０５条第２

項を引用している不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）及び法務局に

おける遺言書の保管等に関する省令（令和２年法務省令第３３号）の規定の整理

を行うものである。 

 

２ 施行期日 

  道交法改正法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（令和７年３月２４日） 


